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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 11月 21日

午後 逐 時

“

う分 受 付
(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 H月 21日

つ くば市議会議長 五頭 泰誠 様

つ くば市議会議員 あさのえくこ

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

答 弁 者質 問 事 項 要 一
日

1 いわゆる「外国

つながる子 ども」

の支援について

つくば市には留学、研究、就労、紛争等による

民等、様々な立場の外国籍市民が暮らしていま

。2021年に行われた「つくば市外国人市民意

査」によると、そのうち半数が家族を帯同し、

%が子 どもを伴つています。結果としてつく

市内のほとんどの小 。中・義務教育学校に、いわ

ゆる「外国につながる子ども」が在籍しています。
「外国につながる子ども」には外国籍、日系人、

両親のうち、どちらかが外国籍等の状況がありま

が、今回取 り上げるのは「日本語支援が必要な

子ども」ですむ

子どもたちに共通しているのは、自分の意思

なく、親又はそれに代わる保護者の意思で来日

し、つくば市民となっている、とい うことです。

子どもの数だけ必要な支援の種類がありま

が、つくば市としてこの子どもたちにどのよう

ができるかを共に考えることを目的として、

(1)2023年文部科学省が行つた「外国人の子供の

就学状況等調査」において、つくば市が回答し

た以下の人数について

ア 義務教育諸学校に就学している人数

イ 外国人学校に就学している人数

ウ 不就学の人数

下伺います。

工 転居 。出 の人数



つ くば市議会議員 あさのえくこ No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

オ 把握できなかった人数

(2)市内在住の外国人の人数や状況について

ア 小学生年齢の子どもの人数及び日本語文

援を受けている人数          ド

イ 中学生年齢の子どもの人数及び日本語支

援を受けている人数

ウ 就学前の子ども及びその家庭への支援状

況

(3)日 本語支援が必要な子ども入の具体的な支

援の方法について

ア 公立学校におけ る日本語教室設置の状況

(学校数、教員数、支援を受けている生徒教)

及びそれぞれの子どもが受けている支援の

時間数と内容

イ 日本語教室が設置されていない学校にお

ける支援状況

ウ 学校外、放課後、長期休み中等の支援状況
工 高校への進学に関する相談の実施状況

(4)義務教育終了年齢以降の子どもへの支援に
ついて

ア 日本語支援の状況

イ 進路相談の実施状況

ウ 学習支援          ,

以上


